
舞鶴市（東地区）
雨水管理総合計画

令和3年2月

舞鶴市 上下水道部 下水道整備課



１．はじめに①：下水道（雨水）事業の経過

年度 項目

S56年度 舞鶴市の雨水計画を策定

H29年度 雨水全体計画の見直し

H29年度
静渓排水区と大手排水区で、
雨水の事業計画を策定

計画区域界

雨水幹線

排水区域界

【H29年度の雨水全体計画見直し内容】
①整備目標や計画降雨強度･流出係数等の
計画緒元を、近年のデータで見直し【全地区】

②高野川周辺区域（20排水区）で、既設能力
評価やポンプ計画をとりまとめ【西地区】

③高野川周辺区域以外（112排水区）でも、
見直した計画緒元で流量計算を実施【西地区】

下水道（雨水）事業は平成25年被害が大きかった
西地区から着手しましたが、東地区も平成29年の
台風被害より検討がスタートしました。

市役所

東舞鶴駅

与
保
呂
川

祖
母
谷
川

志楽川
Ｒ27

小倉西舞鶴線

Ｒ27

723ha
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１．はじめに②：平成29年度以降⇒京都府と連携して

平成29年度■台風21号発生：368戸の浸水被害が発生

●平成30年1月：京都府と連携し「浸水メカニズム調査会議」をスタート

●平成30年2月：府・市職員による現地調査及び情報共有会議

平成30年度■7月豪雨発生：105戸の浸水被害が発生

◆8月：被害箇所の排水路詳細調査を実施（京都府は二級河川の土砂堆積状況を調査）

●11月：第2回「浸水メカニズム調査会議」を府・市で開催

令和元年度◆下水道（雨水）の基本計画を策定（排水区割や降雨に対する流出量を検討）

●8月：第3回「浸水メカニズム調査会議」を府・市で開催

令和２年度●10月：第4回「浸水メカニズム調査会議」を府・市で開催

◆雨水管理総合計画を策定

【令和3年以降（予定）】

市：法手続き（下水道事業計画、都市計画決定、都市計画法事業認可）後にポンプ整備等の事業着手

府：二級河川の河床掘削
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１．はじめに③：雨水管理総合計画とは

区域内の浸水リスクを評価し、優先度の
高い地域を中心に計画的な浸水対策を実
施する事が必要。

↓

甚大な浸水被害を回避すべき区域（過去
に大きな被害があったところ）を重点対
策地区とします。

↓

重点対策地区内の排水区（ブロック）ご
とに浸水実績や浸水リスクを評価し投資
可能額（予算）等を考慮しつつ対策の目
標設定を行います。

↓

被害の多いところ、浸水リスクの高いと
ころから事業を進めることとする、短
期・中期・長期の対策方針を定めます。

イメージ図
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２．基礎調査 ①浸水被害実績 （a. 台風23号：平成16年10月）

・地盤高が0.76m未満の地区(中央排水区、
市場排水区、堀川周辺)で、浸水被害が集中

・時間最大雨量と潮位の最大値が同時間帯

外水位が高い状態での降雨により、
浸水被害が発生したと考えられる（外水要因）

名称 時間最大降雨量 東港の最高潮位

台風23号(H16.10) 36.5 mm/hr 76cm-T.P.

（※既設水路の能力不足も考えられるが、現況断面を今後測量すれば評価できる）
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２．基礎調査 ①浸水被害実績 （b.台風21号：平成29年10月）

・地盤高が0.66m未満の地区（中央排水区、
堀川周辺）で、浸水被害が発生

・時間最大雨量と潮位の最大値が同時間帯

H16年の台風23号と同様に、外水位が高い状
態での降雨により、浸水被害が発生したと考え
られる（外水要因）

名称 時間最大降雨量 東港の最高潮位

台風21号(H29.10) 41.5 mm/hr 66cm-T.P.

（※既設水路の能力不足も考えられるが、現況断面を今後測量すれば評価できる）
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２．基礎調査 ①浸水被害実績 （c.7月豪雨：平成30年7月）

・最高潮位0.47m以上の地盤高区域でも浸水被害
・10年確率降雨(51.7mm/hr)以上の時間最大雨量
・時間最大雨量と潮位の最大値がズレており、
外水位が低い状態でも浸水被害が発生

当該浸水箇所は、内水要因と考えられる

名称 時間最大降雨量 東港の最高潮位

7月豪雨(H30.7) 60.5mm/hr 47cm-T.P.

（※既設水路の能力不足も考えられるが、現況断面を今後測量すれば評価できる）
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平成16年～平成30年：浸水被害実績

東舞鶴駅

Ｒ27
市役所

与
保
呂
川

祖
母
谷
川

志楽川

Ｒ27
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重点対策地区

平成16年～30年度で被害が発生した9排水区を重点対策地区とする

排水区名
対象
面積

（ha）

排水区全
体の面積
（ha）

寺川（北吸、浜） 26.0 234.10

中央（浜） 29.5 同左

浮島（与保呂川

～祖母谷川）
19.9 同左

祖母谷川右岸 13.2 同左

松島川 39.6 同左

市場（R27) 9.4 同左
志楽川第３

（市場：ウサミ川）
12.6 同左

松ヶ崎第２
（竜宮、市場）

10.5 同左

愛宕 9.7 同左

合 計 170.4 378.5

舞鶴市役所

寺川排水区

中央
排水区

浮島
排水区

松島川
排水区

志楽川第3排水区

愛宕
排水区

松ヶ崎第2
排水区

市場
排水区

祖母谷川右岸
排水区

Ｒ27

Ｒ27

Ｒ27

志楽川

与
保
呂
川

祖
母
谷
川
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優先順位の決定 本計画では以下の条件により重点対策地区の優先順位を決定します。

浸水家屋実績：床上（ウエイト＝2）
浸水家屋実績：床下（ウエイト＝1）
幹線道路冠水：（ウエイト＝1）
都市施設付近冠水：（ウエイト＝0.5）

浸水実績

優先順位は順位の高いところから行い①～③位までを短期とし、浸水家屋戸数が多い④～⑦位
までを中期、⑧～⑨位までを長期としますが、今後の災害発生状況等により本優先順位は適宜
見直しを行う必要があります。
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雨水管理総合計画マップ

Ｒ27
市役所

Ｒ27

寺川排水区

市場排水区

実施に当たっては、本優先順位を基本に各排水区の地形的要因や具体的な浸水対策を検討した上で、投
資可能額（予算）等を考慮した総合的な判断により進めていきます。
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